
ドイツ国防軍と「レーム事件」

一第一次世界大戦後のドイツ再軍備構想に関する一考察一
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はじめに

以下の小稿は第一次世界大戦後のドイツ菌防平の再軍備構怨に素描を与えつつ) 1934il三

6月初日のいわゆる「レーム事件」における菌防軍の役割を明らカミにせんとするものであ

るo rレーム事件jはナチスがその体制を確立してゆくうえで重要な契機をなしてし、るので

あるが)(1)菌防軍がそこで大きな役割を演じたとし、う点では異論がなし、であろう o(2 )で

は，国防軍のこの「役割jの背後事情は何か，と問えば， それはこの頃から一般兵役義務

〈徴兵制〉再導入の基本線が確定してゆく，という事である O 徴兵tl}ljの{正式なJ施行はヒ

トラーの1935年 3月16日の布告によるのであるが，既に「レーム事件」前後から，徴兵制へ

の転換とその為の準備が密やかに整えられてゆくのである O 我々はこの「徴兵制への転換J

の意、義を理解する為に，まず第一次世界大戦直後からの再軍備構想に一瞥を加える事がぜひ

とも必要である o(3) 

(本稿における主たる略号〉

BF=Bundesarchiv Freiburg (Militararchiv) ; BK=Bunclesarchiv Koblenz ; GStA=Geheimes 

Staatsarchiv ; HStA=Hauptstaatsarcbiv IfZG=Institut fur Zeitgeschichte j，n Munchen 

IMT=Der Prozess gegen clie Hauptkriegsverbrecher vor c1em Internationalen Mil'itargeri-

chtshof. Ni.irnberg. 14. 11. 1945 bis 1. 10. 1946. Nurnberg 1947 Liebmann-Notizen=Aufzei-

chnungen cles Generalsじ， Liebmann aus den BefehJshaberbesprechungen lY30/1935 ; StA= 

Staatsarchiv; VfZG=VierteJjahrshefte f込rZeitgeschichte ; VB=VoJkischer Beobachter ZS 

= Zeugenschrifttum 

第一次大戦後のドイツ i五l!VJ~l'I{の至上命令は，国家におけーるの特続的地位を{能{呆するこ

と，及びそれと表面一体をなす寧拡構想(の実現であった。従って，あらゆる努力がこれに集

中されていた。ワイマル共和制における再軍備構想は， これを!ゼークト Jと rグレーナー

.シュライヒャー」に分けて考えるのが至当であろう 0(1) 

ゼークト (Hansvon Seeckt)の構想は，夙にi職業率人による少数の lエリートヰむの創

出とされている O この構想は強ちヴェノレサイユ条約の怪拙から生まれたものではなく，むし

ろ彼の第一次大戦における反省がそれを生み出す根底の認識となっているo .QIJち，一般兵役

義務先IJの持つ功罪，特にそのマイナス面に対する認識である O 彼によれば，一般兵役義務に

よる兵員・物資の量的地大が寧の質的低下を招き，必然的に陣地戦を生じせしめ，迅速に決
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定的成主iさを志向める事を小 nJfìtにしたと~ ， J 0 これは父，米るべき戦争が空の攻撃に始まる

機動戦であるとし、う予測からも裏打ちされてし、るのであるが，特に，ゼークトにおいては，

この lーエリート軍Jがプロイセン精神を保存するにむしろ格好な粋であった事も又明らかで

ある o(2) 彼は「エリート軍」創出を現下の緊急課題としたが， !君土防衛の為には更にこれ

を i一国民軍J(Volksarmee)もしくは「民兵J(Miliz)で補強せねばならぬ，とも考えてい

たo(3 )尖際H933il三には彼は依然、として一般兵役義務~!;Ijに対して深L 、疑念、を表明すると同時:

に， [-エリート平jは敵侵入主!{を速やかに迎撃して， ¥同氏司王」が儲土防衛の準備体勢を控え

る1.'2，;の時間を稼ぐべきと3~: ， [-エリート半jは「尚氏不Jの将校図を形成し， これを教育すべ

き事，を指摘している 0(4)要するに，ゼークトは一般兵役義務制に対する深い疑念、から，

少数「エリート'~f.J を「沼氏革J で裾j強すべき構想を抱きつつ，その第一義的課泌を飽く迄

「エリート本」創出に置L、てL、た。このプロイセン精神に裏打、らされた「エリートは，

ワイマノレi時代におL、ては ri宮家の中の同家jを形成しその特権的地{立を雌保するのであ

るO

グレーナー (Wilhelm Groener)は既に1919年 9月17日付の大統領エーベルトに宛てた

秘密の!覚書Jの中で，少数の[指導者軍j とそれを中核とする!芸大な|一回民軍jの構想を

述べており，この点ではゼークトもグレーナーも軍拡構想におしてはほぼ同様の考えであっ

たo(5) しかし軍首脳部の間には，このままでは第一次大戦の経験者が老年化してゆくこ

とにより予備兵力供給源が完全に絹渇してしまうと Lウ危機意識が次第に出てくる O この危

機意識から，今や「エリート軍Jを補強すべき予備兵力の創出が緊急、の課題となってくるの

である O この方向は既に1925年頃からIy~ 維になるが，ダレーナーは1929年国会で[小規模職

業平の優位」を批判している 0(6)

ニの点自ら「社会的将司主」と称したシュライヒャー (Kurtvon Schleicher)はもっとは

っきりしていた。 彼は特にプロイセン精神には余り囚われていなかった為，積極的にこの予

備軍創出と Lウ課題に取り組んでゆく 0(7)彼は32年 6月国防大臣として述べている O 日11ち，

基本的には現在の革備状況で弓~:Æ りるがう更には，兵役期間を 12年から 3 年に短縮し，平事

i主体をふやしその一部を主武装化し 3ヶ;=jの兵役期間による少人数の民兵を設置するこ

と，と o(白)彼が予備兵力として(1I 氏兵」を考えていた事は明らかであろう O が， 33年新年

には彼は首相~I として，未来のドイツ弔は一般兵役義務~j;IJの基盤に立ち， J1つ民兵の援l1)Jによ

ってその力を十分発揮できるようになる， と述べ)(9) 1 J=J 15 I:j にも，一般兵役義務11~1jが特

にJt:l求すべき iニi標である，と演説してL、る o(1{))実際問題として徴兵11;IJが施行されれば民兵

~lìlJは必要ない訳であるから， シュライヒャーの構恕は，飽く迄徴兵'ij;1jを志向しつつも，逃波

(1守期間として民兵制により予備兵力の椛保に努める， という事になる 0(11)この方針から3ど

年 7月， 青少年の予備的軍事訓練を[!的とする|ードーイツ青年鍛練管理局J(Reichskurato-

rium fur Jugendertuchtigung)の設立準備が始まる 0(12) こうしたjiUどはそれ自体，ゼー

クトの椛11!の発展延長 1:.にあるものであるが， ¥徴兵制への志向」という点、においては，切

らかに重大な転r~!1 と称すべきである O

以jふ極簡単にワイマノレi時代の再軍備構想を総括してみたが， このワイマノレ末期の匡i防軍

NI脳の課題， HIlち，徴兵1HIJを目指しつつも，過渡的措置として民兵制により予備兵力を確保

する事は，そのまま1933年 l月初日以降の軍の課題でもあった。
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ヒトラー内閣JlX:立とともに凶i応大i平になったプロンベノレク (Wernervon Blomberg)は

1月31日，全軍に布告を発し， 'J~[の使命は， 1. 1卦iり1:(ギをil主党派的権力手段として維持する

事， 2. 広範な I~氏j習の武装化により国防軍を支える事 3. l五i坊軍を再建して画家の安全保

障の為の有効な手段たらしめる事，の三つであるとした00) これは裂するに， 国家におけ

る軍の特権的地位を舵保する事，及び予備軍創出による半拡を意味する o(2) この「使命」は

切らかにこれ迄の軍の J課JWJでもあった 0(3) ヒトラーは既に 2)~ 1 H， 国防市はi説家に

おけるIIft--の武装勢力であり， 14t7三な過去の象徴であると述べ， (4 )前後してフロンベルク

に対し， 軍が突撃隊 (SA= Stunnabteilung)や親街隊 (SS=ニSchutzstaffel)と合併され

る如きは全く考えられないとの1iit言を与えている o(5) 更にヒトラーは 2月 31ゴのf丸 陸海

曜日i話音1)を前にして，追求すべき目的はヴェノレサイユ条約打破，東方への生活問獲得で・あり，

半の再建がこの 1=1的の為の最大の前提であること，この軍拡は徴兵制の再施行によるべき

ものであ仏 軍が SAや SSと合併される事はあり待ない， と語った 0(6) こうした言明が

ブロンベノレクにとって， ヒトラーに対する他人的信頼度をーj寝泊すfpf.13を及ぼした事は疑な

L 、0(7) 3月14日， ブロンベノレクは，各部隊に広まっている SA.SSと寧の合体のi専を上述

のヒトラーの言明に依ってが定しつつI~JMivこ述べている o 武器による訓練及び兵土養成は

平の使命であり， 軍事i主体の仕事は国民教育と心身の予備鍛錬の領域にあるJと0(8) 寧の

特権的地位を舵保したうえで，長急の課題は予備兵力創出で、ある O このjZl， f徴兵ililJの帯施
行jはヴェノレサイユ条約が依然、として拘束力を発揮している当時の状況からして， .miJll寺実行

はぎIjJ氏不可能であるから，当面軍は予備兵力として軍事団体を利用せねばならぬ訳であるO

プロンベノレクは述べている oI来るべき年には，これ迄は不可能で、あった予備寧創出の課題に

全力を挙げて取り組まねばならぬであろう O 如何なる率制によるかはまだ予測の段階℃はな

¥， ¥ oJ(9) ，一軍事団体は…ー我々にとって歓迎すべき組織であり， その人的資掠は未来を鑑み

て我々平人による育成と発展を必要とする。……我々は未だヴェノレサイユ条約の.~歪桔の下に

つきているJOO)とO

こうして半事国体，特に1933年 1月初日以降様々な諸団体を吸収して豆大な勢力となって

きた SAとの協力が革の日程に登ってくる O ここに出てくる当面の具体策が，新しくプロン

ベノレクのドで"g房長となったライヘナウ (Waltervon Reichenau)(ll)の構想で、あるo T!1l 

ち， "彼はゼークト的構想一一一少数の職業半球と民兵一ーを実現しようと J考えたのである oJ

(12)この構想では届防寧:が i職業軍隊Jを， SAが!氏兵」の役i却を J1=lう訳であるが， これ

はまずはブロンベノレクと突撃隊長のレーム (ErnstRohm)のII:1J意を得たのである 0(13)ここ

で指摘さるべきは，このライへナウの「ゼークト的構想」が，徴兵fWJを志向しつつ当面は

「民兵」によって草を補強するとし、う事で，特にシュライヒャーの構惣に直結するものであ

る，という事である O 斯くて， 33年夏にかけて草と SA の II~\Jに様々な問題をめぐっていくつ

かの協定がなされてゆくのである O
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(.1Il -1) 謹i坊草と SAの協{動において主要な!問題は国境防御(Grenzschutz)への SA
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の動員という問題であった。言う迄もなく， ワイマル II~j:代から平司王国体を j霊境防衛に参加さ

せる事は既に「非合法的」に行なわれていt::.o 5月17日，ベノレリンで軍首脳部と SA指導者

との間で会談であり，ヒトラーはそこで，国境防衛に SAが参加すべき事，但しその際，全て

菌防大臣の指令に従うべきである，とした。冨防大臣の側で特に問題になったのは，武器の

問題であった。会談の結果，軍事団体には重火器でなくただ小銃とヒ。ストノレだけが与えられ

る事となったが，その意義は，勿論そうした武器が全て軍事団体に所有さるべきであるとい

うことではなく，飽く迄政治的使命に必要な限りにおいてのみ，という事であった 0(1)武器

は国防軍に所ー有さるべき事，且つ国土防衛は全て国防軍の責務であるとしづ原則は微動だに

しない訳である。この問題は 7月 1日からのノくート・ライヘンノ、ノレでの SA.SS指導者会

議ではっきりした。この会談にはライヘナウも参加したが 1I~l， ヒトラーは「出土防衛準

備指令Jを発し， これに従って) SAは民兵形成の前段階として 6丹末に改組された同境防

衛組織に「正式」に参加することになる o(2) 2日， ヒトラーは) rSAは決して率に取って

代わろうとしたり，軍と競争してはならなし、」と改めての優位をj強調しは〉これに対

しレームも) rド‘イツ陸軍はドイツの安全を保捧し国境を防衛する。 SAと SS及び鉄兜!立!

は， これに対し国内においてドイツ革命の保証人たると同時に，青年を国防精神に満ちたナ

チス精神へ教育する学校であるJ(4)と応えた。更に 8月中旬， パート・ゴーデスベノレクで

SA指導者と箪の代表が会談しこれにはライヘナウらが参加した o(5) ヒトラーはここで

も再び SAに対する「軍の鐙位Jを強調し (6)レームも叉， SAと翠との間の「不健全な

競争」は存在せず，国防軍は国土防衛と国境防衛の唯一の権利を持っている，と述べてい

る0(7)斯くして，国境!iJj衛の問題に関する菌防軍と SAの協働は，飽く迄留紡平が指揮権

を手i守二lにする型で行なわれてゆくのである o(8) 

く1lI-2) ¥詣j克紡衛の問題と絡んで出てくるのが，青年の予備的軍事教育の問題であった乙

兵主体的には32年に設立された「ドイツ青年鍛練管理局Jをどうするか，という事でもある O

33年 5月頃から「管理局」を SAの指俸-¥ごに入れようという動きが起り， レームは当初は

庁管理局』をこれから創設さるべき民兵指令部と国防軍の連結場所とするj と考えてし、た。

(9 )が，すぐに rw管理局』を新しく彼の指揮下で厳しく監視する」と主張するに至る 0(10)

結局， この問題に対ーする軍の責任者ライヘナウは「管理局j の解散とその SAへの編入を承

認し 7月 1日付で SA指導者クリューガー (Friedrich-W ilhelm Kruger)を長とする

rSA訓練機関J(ChefA W =Chef des Ausbildungswesens der SA)が成立した0(11)ラ

イへナウは，心中「管理局jがそのまま SAに編入された事に危慌の念を抱いており) I雪[vj

寧の ChefAWへの影響力を確保する為に，まず ChefAWの予算を軍予算に組み入れよ

うとした。しかしこれはクリューガーの反対に遇い，結局従来通り外部に対するカモフラ

ージュのため) ChefAWの予算は内務省、の管i践に入る事になる 0(}2) 一方;重要な問題は，

ChefAWの訓練学校の教官スタッフであった。レームは当然教官として SA指導者を考え

ていた訳で'あるが， (13) 実際には， SA指導者には特に軍事的知識の面での十分な資格がな

かった為，(14)教官スタッフには主として退役軍人が多数採用されざるをえなかった 0(15) 更

に決定的には，ライへナウはクリュプ了、ーの幕僚に現役の将校を送り込む事に成功しこの将

校は菌防告の意向に沿って全ての訓練の本木線を確立し武装訓練の為の技術的準備を終え

る事になる 0(6) クリューガーは全訓練についてレームに報告する義務がある(17)と同時に，
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重要な武器j車での;v!l総につL、てはずロンベルクに面接報告せねばならないお:となる 0(8) ヒ

トラーは 7月 1E:l，パート・ライへンハルでクリューカ♂ーに対して，緊急、の場介に!話 i坊主I~ の

指揮下に入れるべく 1年以内にお万の SAを訓練するよう命令した 0(J9) 吏に12日に， ヒ

トラーは「青年の予備的軍事教育に関する基本命令」を発し (20) これに従って， ChefAW 

は大学における予備的軍事教練の任務をも手1=¥=1にした 0(2]) 従って ChefAWは， 9月にi設

!置された SA大学局 (SA-Hochschulamt)をも指摘工トJこ含めた型で10月から具体的な訓練

課程を開始する事になる 0(22) 以 i三の如く， ChefAWは制度的には SAの一部局として成立

したのであるが，国境防衛問題におけると同様，実質的には全く国防軍の影響下にあったと

いえるのであるO

N 

(町一1) ここでレームの軍事的指惣に触れておく必要があろう o J-_述の立11くレ{ムはラ

イヘナウの「民兵構想Jに賛意、を示している O つまりレームは rSAが民兵としてであれ，

新軍隊の特別部隊としてで、あれ，合法的機能を与えられなければ国民社会主義革命は泥沼に

はまり込んでしまう Jc1)と考えており) SAを正式に出家機関に組み込む事を希望してい

たo(2) 更に彼はこの「民兵j が単に「反動的J 国防軍の絹~lIjJ箪で、はなく，フンラス革命にお

ける国民軍の如く「国民社会主義革命jの「国民軍」であらねばならぬとも考えていた0(3)

こうした考えは特に下部の SA指導者に強く， 33年末頃から SAと国防軍の乾殺の兆候が出

てくるO まず国境防衛に関しては，特にシュレージェ γで SAが国境防衛任務よりも SAf壬

務を箆先させるという事態， mJち， r国境防衛のサボタージュ jが始まってくるo(り更に

ChefAWにも問題が生じてきた。この切掛は， ヒトラーが10月1713) ChefAWの訓練内

容が外部に漏れている事を指摘し SA最高指導部を厳しく批判した事で、あった。レ{ムはョ

もし訓練の全責任を国防大臣が取るならば諒解するが，さもなければ訓練から手を引くと言

明したのではあったが， ( 5 )し、ずれにせよ， この頃から SA指導部は， 菌防軍の影響力が強

い ChefAVv'に対して次第に批判的になってゆく o 12月に入ると，クリューガー自身が SA

の会合に招かれなくなり， SA指導者は[学校と兵営での全訓練の責任は SA指導者に移譲

さるべ‘きであるoChefAWの仕事は SA者が設立されたらすぐに変るだろう oJ と主張し始

める 0(6) レームは33年12月 1¥:i無任所大臣として入閣したi然 rSA最高指導部は，私例人

において国家機構に組み込まれるであろう J(7)と SAのこれからの発展をi暗示し 34年 2)1

にはブロンベノレクに次の如き「覚書」を提出してし、るo f!1lち， I国土防衛の全領域は SAの

専111]分肝である。 函i坊寧は兵率と指揮官を養成しそれを{泊・尖な人li{，資源として SAにづi波

す使命を持つ。軍事指揮官は WJtfJ言者Jとして SA指導者の傍に立つoJ(8)レームは飽く迄

r-国土防衛を担う民兵Jを考え-C¥、たのであって，公式の演説では) SAは国防軍や民兵と

は全く無関係の政治組織であると主張しつつ， C 9 )その反面， この氏兵構想を実現する為，

西欧諸国の外交代表団と軍事監視委員会のメンバーを私宅に招いてその説明と説得を続けて

いる 0(10) こうしたレームの動きに対しブロンベノレクは) 34年 1月にはクリューガーの幕僚

に更に国防軍将校を送り込み， (11)一層寧の影響力を強めてゆくと同時に 2月に至っては

ChefAW の教官スメッフも IHliJ ljl~1りに国防司互に編入されるべきであるとした 0(]2) これに反

援してレームは，この問題は今や達成される SAと国i持軍の協働に関する i基本的解明1に
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よって取るに足らなし、ものと成るであろう，と'!+えてし、る 0(]3) レームはこの十謀本 1:!(J f9t(， I~JJ

はまだ達成されていないと考えていたのであろうか。

C1Vーめ これは軍のMではもう決定済みて‘あった。つまりヒトラ{はお年末から34年初

めにかけて徴兵制再導入の決断を下していたのである。ヒトラーは， 33年10月14Iヨの国際連

盟及び軍縮会議脱退宣言のII寺点からこの決意を回めていたと言うべきであろう 0(14) ヒトラ

ーにとってこの決断は，ヴェルサイユ条約の打破，東方への生活鶴獲得という自的を実現す

る為の軍事技術的視点から導き出されたものであり，立つ政治的にはレームが強力なライ 1グ

ァルとなる恐れがあったからでもあった 0(15) 更にブロンベルクとしても， SAとの協働を追

求しつつも， (6) レームの野心開iち， 11五土防衛の全指持権」の要求が1Y1ら治、にされてくるに

つれて， もはや rSAとの協働は不可能となったj と見倣していたのである o(j?)この事態

は34~三 2 月 28 日の弔と SA との最終的会談でI~J併なものとなったo ヒトラーはこの日明呂ーし

たo l~jJち，氏兵は新しい生活問獲得ーという彼の!三! I刊にとって不適であり，民兵は最小規模の

凶土iりj{討にも適していない事。ナチスドイツの軍11ilja結局の所， I主11坊箪の枠内での徴兵1!JiJの

基盤 L.vこ構築されねばならず， SAはi玉!内の政治的使命に制限されねばならない事。しかし，

過渡的期間としては菌防名の提案，日IJち SAをi謹境防衛と予MlltJZ)'J存率:教育の為にぎIjJtlする

fj~:vこ )jミ認を与える，と 0(1 8) JVrくて徴兵1!J1j再導入の|正式なj布告は11寺!詰!の問題となったと

L 、えるO ヒトラーは当i皇iは SAを利用する事に承認を与えた訳で‘あるが， これは，現時点で

SAを軍から完全に切り難す事は軍の弱体化を:l'sくとの認識があった為でもある 0(19)

ここで指摘されなければし、けない点は， SA問題に関しては出防省もi控jliもほぼ一致して

いた事であるo SAを国境防衛に利用するという点ではベック (LudwigBeck)も少くとも

34年初め迄は異議をi唱えなかったし， (20) 2月 1白から新しく陸軍i司令官に就任したフリッ

チュ (Wernervon Fri tsch)も， rSAの最新の要求に直由ーしてはj，これ以上 SAを予偽二

軍に召集する事は軍にとって危機だと考えたのである 0(21) 斯くして， 34年 2月以降，軍は

結束して SAq.こ対する戦線を結成するのである 0(22)

V 

C V-1) レームは281:1の「協定 jを「新しいヴェノレサイユ条約!と詳したが， ( 1 )実際

の所彼は「菌防大臣の提案Jを芥まされた訳で、あった0(2) レームはまずはこの「提案Jを尊

弔する態度を示した。彼は 3月12日， !宝u二防衛とその準備の指導は国防大臣の手中にあり，

従って当該の軍管区と国境防衛司令官の指令は SAl'こ対して拘束力がある， と指示してお

り， (3) 3月四日ラ ChefAWに関しても訓練は国防大臣によって定められた基本線を守るよ

う， としている o(りしかし レームは 3月以降各地で連続的に大混模な SA閲兵行進を催

しそこで激烈な演説をぶちまくった。たとえば3月にはエッセンで，フランス革命では革

命の 4年 [1にしてギロチンが設けられ多大な効力を発，揮したが， ここドイツでは革命はまだ

終っておらず， やがては豚の番犬どもは吊されるであろう， と0(5) 呼応して各地で[第二

革命j要求の戸が頻繁にあがり，次第に SAと軍の衝突事件が伝えられ始めた o(6) 5月に入

るとシュレージエンでの SA の問 JJ~防衛サポタージュが激しくなり， (7)更に決定的にはSA

の!武長化Jの情報が入ってくる o(8) 5 FJ 161二!， レームは rSAに対する敵対行為jに関す



トイツ国i坊主r:と「レーム事件J 25 

る資料を選式で集めておくよう命令し， (9) 6月 7iJ， ヒトラーとの故後の会談が実なく終

った後， 健康を理由に休l肢をl[¥(り， ISAの1;'故Jvこ警行を発しつつ SAに 7)=] 1 IJからの休

暇を指令した 0(10) 6月初日には彼は SAの迅速な武装化を指令してレる 0(11)

こうした SAの不認な動きに対して，既に徴兵1H1J再導入にJ]友を決めた軍は，キUJよ;の措置を

取ってゆくのである。ブリッチュはお日の「提案Jが SAに守られてL、るj)，どうか厳しく監

視を続け， (1 2) ブロンベルクは 3 月 2 日にヒトラーに対して rSA の武装化」について ~?!i'l甫を

述べる 0(3) 3月 8日， 既に陸軍司令官I~は|同内暴動に対する陸軍の出動特別措世J を伝え、

4月:31::1，第 711主管ば(ノくイエルン)はこれvこ沿って，((:弱!Iな指令を発している 0(j4) ら月初め，

フリッチュは管区司令官に予想される SAの「行動」について伝え，(15) :211Jには， シュレ

ージエンのクライスト CEwald VOIl Kleist)将平に[SAの市攻撃準備jの報を与二えてい

る0(16) 一方， 34年初頭既に半は，ライヘナウを通じてゲーリング CHermannGりring)やヒ

ムラー CHeinrichHimmler)とj妥触し，以1)孝ライヘナウはヒムラーとハイトリヒ CReinhard

Heydrich)と絶えず連絡している 0(17) 6月:24"-'251]にはベノレリンで SAー撲に対する準俄

の為， SSの指導者会議がl}1qかれた 0(}8)

:281]， 1先に「行動Jを決意したヒトラーはカモフラージュの為エッセンに立ち， 1司1:1， I語

IVj~ìヵ、ら次の Þ!J く j迅速されたo 1![Jち， SA が平に対ーして一段を企てているさ1~，軍は答祭と SS

と連絡をとり，必要な場合には SSを武装すべき事， 史に I~tl 子 {WJvこ一一授の意、 i孟iが軍の側に

あるなどと言わせない為に，平は厳密に!ジ'jiU1Jの立場ーに立つべきである j と0(j9) 同E1，同様

のj迅速が1;主の側でもなされる (20)と同11寺に， 非常警報が発せられた 0(21) ヒトラーはこの日

エッセンから夕方電話でレームに， 301:J午前 91l寺にノくート・グィースゼーで SA指導者会談

を開催する旨を伝えた。これによって犠牲者は--~W)1所に集められた訳で， 29日午後 111寺嬰に

は，第 7)1，(管区はミュンヘンからパート・ヴィースゼーへの特別部隊準備命令を発した0(22)

30日朝]411ι ヒトラーはごュンヘンに岩くと同II~j: に， 乙の特別部隊と共にノくート・グィース

ゼーに I~'J った。

C V -:2) 30 IJ lfリiカミら笠 11二iにかけてドイツ全土に渡って SSと秘i密警察によるi血塗の殺

裁が1i-われた 0(23)予定通り出i坊主1;[は直接手を下すことなし非常警戒態勢のまま事態の推

移を見守ってし、た。 ミュンへンでJ土3013161J寺町分， 全;部認引i隊滋に文来対対、;J-宇しし， 必必、要要&あれば SSと秘癌;

察に式1器出:'c• ~弾iì単ìi薬を捉{供共すす』べき司苓事;ミ手i: ， 11支11坊平は!こi 下の政治的措置の遂行にi祭し U:\~ぐるだけ表出

にI:Hないという i京WJはどこにおL、ても厳 11(に守らるべきである」との指令が発せられた0(24)

ナチス党首脳部も各地への5緊急命令において， 1謹fyj事と述絡すべきc'j'i:，但しそのJ妥JJ)j要請は

極めて緊急の場合にのみ限るべき事を指摘した0(25) 2111寺40分，ブロンベルクは平に対して

依然、として非常警戒態勢を続ける事を命令して言う o r. I';r +u 11 ，~il人によって指11ft された国家に

敵対 (1りな分子の排除を!ニ1((Jとする粛清行動は遅滞なく完j'された。 It;!I~}j \!íの出動はどの地に

おいても必要なかったJ(26)とo 7月 1日，フ‘ロンベノレクは非常警戒態勢解除を発令し(27)

31ニ!の閣議においてヒトラーに対-し「内問と凶!りj平の名におし、て」感謝の念を表明した 0(28)

史に 11::]から SAのみならず党政治組織の広範な武装解除が始まった 0(29) ブ‘ロンベノレク

はこれに対しても軍は武装解除にi割安vこは参加すべきでないと指令した0(30)5日，彼は州政

府に対し緊急、指令を発し没収された全ての武器は11TI境防衛に廻さるべき事，その武誌の数

量:は遅くとも20日迄に報告さるべきヰr，史に今後武器は半・ -出fq財ì\兵及び-~~iS の SS
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に所有を限るべき事を命令して言う o rその他武誌を違法に所持しj貯蔵する者は，大逆罪の

房長をもって処罰されるoJC3D

おわりに

第一次大戦後のドイツ I;r;JI坊軍の再三!:C儲構想をみるに，ゼークトにとってはまず少数の「ユ

リート軍jの創出が課題であり， これはプロイセ γ精神の保存，及び徴兵制に対ーする根本的

疑念に裏打ちされてL、た。しかしプロイセン精神からは自由なシュライヒャーにとっては今

やこの|エリード1手」の拡大補強が課辺であり，当面はこれを「民兵Jの創設によって解決

せんとした。しかもこの解決策が飽く迄徴兵制を志向したうえでの過渡的措置であるとすれ

ば，それはそのまま1933年 1月初日以降の軍拡構想と強い連続性を示す事は明らかである O

lLつ，菌防軍はこの軍拡構想を実駐する為には，軍事団体とあるいは「協働Jしあるいは

これを容赦なく切り捨てた。 1-レーム事件Jはこの過程を端的に示してし、る O が，軍はこの

[事件」を通じてヒトラーと子を結んだ。この意味でも「レーム事件」はドイツi謹防軍の歴

史における重大な転換点をなすものである o※
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完成とi弓11寺にヒトラ一倍人に提出されており， ヒトラーはー先づはこれを承認したと忠、われる。し

かし軍再建問題に関して，エップとライヘナウの問!に前もって話し合L、があったかどうかは不明

である O
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おわりに

※ ベネッケ Pt~土がれらの体験として J布告に語られたJ9î'によると， ;'H{I:.7)J 251~ のオースリア・ヴィー

ンでのナチスによる一段とドルフス首相殺害に際して， 1，11[.的平均ト一一「レーム事件」におけるとJliJ

様に一一武保提供をしたとL、う o IliJl'~:::l二の論拠はこニでは詳述しなし、が， 1ι-j. ~:L ラ一氏はベネ

ッケ博士への1968{-!三.j)J 1日付返信(博士はこれを筆者に示されたが〉で，まずこの見解を支持し

て，恐らくライヘナウ， フリッチニムも関係していたと忠われると述べ，更にそうすると{レーム事

件;に対する1#印>JJ軍の態度に新たな局面iが生じてくるのではないか，と予測されている(目前01ω11

uber clie Bemerkungen CJ凶 HerrnDr. H. Bennecke am 25. 7. 1967 in Stuttgart)。つまり，
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「オーストリア政策jをめぐる「ヒトラー・国防車 iと iレームJの態度がj::];出となってくるので

あるが，本稿のテーマ(再軍館構想)からして[外交問題Jは全てトロッゾさせた。が，凶i坊平の

武~:~援助を突付ける資料は実際 ZS， Nl二 1635，Bl. 4 : IfZG ; GStA lVIunche凡 HeichsstatthaJter 

282 ; StA Munster， 1-46. A :i8. に散凡されるのであって，恐らく Ross，D.， Hitler ω1d 

Dollfuss， Hamburg 1966.は再検討されねばならね， と筆者はY;えてL、る ο

(追記)在者はここで、IL!.:jトイツのL、くつかの文書館及びイ間人的に1古宇佐を提供された各氏に深く感謝しなけ』

ればならなL、。紙面がはえられてL、る為， )皇Jさ;せぬ個所ーが多多}~られるのであるが，大方の御教示

をふiJう次第である。

(1970. 10. 5) 




